
章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第１章
栃木県教
育振興基
本計画
2025

第３節
栃木県教育振興
基本計画2025の
推進

－
(1)事業評価の
見直しについて

意見 　栃木県教育振興基本計画の推進指標は基本施
策に対する指標であり、個別事業の指標として
の役割を担うが、推進指標と施策・事業の因果
関係が判然とせず、改善努力が指標増加にどの
ように貢献するか判断が難しい。強い因果関係
がある事業に明確な目標を設定し、ＰＤＣＡサ
イクルを効果的に回すため、事業評価の仕組み
を再構築する必要がある。

　次期栃木県教育振興基本計画策定に当たって、御
意見を踏まえつつ、基本施策の推進指標を検討して
いく。

教育政策課

第３章
一人一人
を大切に
し、可能
性を伸ば
す

第１節
人権尊重の精神
を育む教育の充
実 基本施策２

第１項
人権教育指導費

(1)人権に関す
る文集「あすへ
のびる」の冊子
について在庫管
理について

意見 　人権に関する文集「あすへのびる」の冊子
は、各小・中・高等学校、公民館等に配布さ
れ、残部については教育委員会で保管し、随時
必要な時に配布している。各学校に配布される
配布数は把握されているが、その他の残部につ
いてどのように配布されたかは管理されていな
い。どのような要因で配布されたかを管理する
ことが予算の実効性の観点から重要だと思慮す
る。冊子について正確な在庫管理を実施するべ
きである。

　御意見を踏まえ、配布月日、配布先、配布部数、
残部数を在庫管理表により管理し、在庫管理を是正
した。

教育政策課

第３章
一人一人
を大切に
し、可能
性を伸ば
す

第２節
特別支援教育の
充実 基本施策
３

第３項
学校看護師配置
事業費

(1)看護師配置
の充実について

意見 　特別支援学校における医療的ケアは、令和３
年制定の「医療的ケア児及びその家族に対する
支援に対する法律」を基本法として、医療的ケ
アを受けることが不可欠な児童生徒（医療的ケ
ア児）に、必要な支援を行う施策であり、医療
的ケア児が在籍する県立特別支援学校に看護師
等を配置するなど、制度趣旨に整合した事業が
実施されている。
　近年、医療的ケア児の増加ペースが著しいこ
とから、引き続き十分な医療的ケアが実施でき
るよう、看護師配置の充実が必要である。

　御意見を踏まえ、安全な医療的ケアを実施できる
よう、医療的ケア児の増加に伴い非常勤学校看護師
配置人数を増加し、医療的ケアが必要な児童生徒数
に応じて適正な看護師を配置した。複数の医療的ケ
アや人工呼吸器使用などの高度な医療的ケアが必要
な児童生徒が増加していることから、医療的ケアの
内容も勘案しながら配置した。

特別支援教
育課

第３章
一人一人
を大切に
し、可能
性を伸ば
す

第２節
特別支援教育の
充実 基本施策
３

第４項
特別支援教育振
興費

(1)医療的ケア
体制の充実につ
いて

意見 　県教育委員会では「県立特別支援学校医療的
ケア実施要領」により、医療的ケアの枠組みを
定め、実務上の課題解決や各学校の対応能力の
向上を図っている。
　医療機関外で医療的ケアに携わる体制を整備
するため、研修会や協議会では、具体的な状況
を想定した対応の検討が行われるなど、事業の
合理性が認められる。
　近年、医療的ケア児の増加ペースが著しいこ
とから、引き続き十分な医療的ケアが実施でき
るよう、事業の充実が必要である。

　御意見を踏まえ、医療的ケアを実施している13校
を対象に、医療的ケア実施体制の整備を図り安全な
医療的ケアの実施に努めた。校内検討委員会の設
置・運営、運営協議会、担当者会議など県主催会議
等を開催し、特別支援学校における医療的ケアの実
施状況やその課題等について協議及び情報交換を行
い、医療的ケア実施体制の一層の充実を図った。

特別支援教
育課

令和４年度包括外部監査結果に対する措置状況

教育の振興に係る事務の執行及び事業の管理について



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第３章
一人一人
を大切に
し、可能
性を伸ば
す

第３節
多文化共生に向
けた教育の推進
基本施策４

第３項
帰国・外国人児
童生徒に対する
きめ細かな支援
事業費

(1)教育支援体
制整備事業費補
助金の成果報告
について

意見 　補助金支給の最大の効果を測るためには補助
金を支給したことによる成果の把握が重要であ
ることから、市町からの実績報告において、補
助対象経費の実績報告だけではなく、成果報告
も求めることが望まれる。

　御意見を踏まえ、関係市町から成果報告を求める
とともに、帰国・外国人児童生徒教育研究協議会で
の協議等を通して、成果の把握・普及に努めてい
く。

義務教育課
高校教育課

第３章
一人一人
を大切に
し、可能
性を伸ば
す

第３節
多文化共生に向
けた教育の推進
基本施策４

第３項
帰国・外国人児
童生徒に対する
きめ細かな支援
事業費

(2)教職員の不
足や指導体制が
十分でないこと
への対応につい
て

意見 　外国人児童生徒の多国籍化への対応や担当教
職員の指導経験不足を補うため、拠点校同士の
情報交換や共有、拠点校から非拠点校への情報
提供などを積極的に行うことが望まれる。

　御意見を踏まえ、帰国・外国人児童生徒教育研究
協議会を実施する際、拠点校のみならず、非拠点校
の日本語指導教諭等の参加を促進していく。

義務教育課
高校教育課

第４章
未来を切
り拓く力
の基礎を
育む

第１節
確かな学びを育
む教育の充実
基本施策５

第３項
とちぎ学力向上
推進事業費

(1)本事業の更
なる推進や発展
について

意見 　市町教育委員会からの要請により、指導主事
等を派遣する際に補完する本事業は、学力向上
コーディネーター派遣事業をより効果的なもの
にすることが期待できることから、とちぎ学力
向上推進事業の更なる推進や発展が望まれる。

　御意見を踏まえ、学力向上コーディネーターと連
携して行う学校訪問がより充実したものとなるため
に、指導主事等を派遣するための支援を実施した。

義務教育課

第４章
未来を切
り拓く力
の基礎を
育む

第１節
確かな学びを育
む教育の充実
基本施策５

第４項
とちぎ学力向上
推進事業費

(1)本事業の更
なる推進や発展
について

意見 　退職した校長経験者を学力向上コーディネー
ターとして登用し、市町教育委員会の要請に応
じて県内の各学校に派遣する本事業は、費用対
効果が極めて高く、事業を継続することでノウ
ハウの蓄積も期待できることから、更なる事業
の推進や発展が望まれる。

　御意見を踏まえ、過去の派遣事業の成果と課題を
整理した上で、より実効性のある充実した支援に結
びつくように、情報共有等しながら派遣事業を実施
した。

義務教育課

第４章
未来を切
り拓く力
の基礎を
育む

第２節
豊かな心を育む
教育の充実 基
本施策６

第２項
子どもの読書活
動推進事業

(1)子どもの読
書ボランティア
指導者の人材確
保について

意見 　子どもの読書ボランティア指導者について
は、県や市町が行う読書活動推進の取組に貢献
する役割を有しているが、近年は新規募集を
行っていないため、指導者の数が今後減少して
いくことが見込まれる。県は定期的に子どもの
読書ボランティア指導者の新規募集を実施し、
子どもの読書推進活動の継続的な実行を図るこ
とが望まれる。

　御意見を踏まえ、子どもの読書ボランティア指導
者の認知度の向上及び新規登録希望者の増加を図る
ために、「子どもの読書ボランティア指導者スキル
アップ研修」の受講対象者を拡大した（令和４年度
に全５回中２回を公開講座とし、令和５年度も継続
した）。また、子どもの読書ボランティア指導者を
対象に継続意向調査を実施し、継続希望者の要望等
を把握した。

生涯学習課

第５章
自分の未
来を創る
力を育む

第１節
自己指導能力を
育む児童・生徒
指導の充実 基
本施策８

第８項
スクールソー
シャルワーカー
（会計年度任用
職員（パー
ト））

(1)適正人員の
確保について

意見 　スクールソーシャルワーカー活用事業の目標
としている配置計画が達成できておらず、想定
した事業効果が不十分なことから、必要な人員
を確保し、より一層の成果が上げられるよう、
スクールソーシャルワーカーの認知度の向上や
募集方法の見直しも含め様々な工夫が必要であ
る。

　御意見を踏まえ、社会福祉士等の有資格者の確保
に向けて、募集時期を例年より早めるなど是正し
た。また、募集要項の掲載について、県ホームペー
ジに加え、県社会福祉士会及び県精神保健福祉士協
会に対して掲載の協力を依頼した。
　また、令和３年度から、スクールソーシャルワー
カー養成研修会を継続して実施しており、県ホーム
ページ等への開催案内の掲載等を通じて、スクール
ソーシャルワーカーの役割等の周知に努めている。

学校安全課



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第５章
自分の未
来を創る
力を育む

第１節
自己指導能力を
育む児童・生徒
指導の充実 基
本施策８

第10項
ネットトラブル
対策事業

(1)監視対象に
ついて

意見 　ネットパトロールの監視対象を小中学校に拡
大するなど、事業効果の最大化に向けて、県と
市町が協働して取り組むことが望まれる。

　御意見を踏まえ、市町における実施状況等を確認
するなど、監視対象の拡大の必要性について検討し
ていく。

学校安全課

第５章
自分の未
来を創る
力を育む

第１節
自己指導能力を
育む児童・生徒
指導の充実 基
本施策８

第11項
スクールロイ
ヤー活用事業

(1)研修対象の
拡大について

意見 　県立学校の管理職及び市町の教育委員会指導
主事を対象とした事例研修会はニーズの高い研
修であることから、市町の公立学校教職員の参
加を可能にするなど、事業効果の拡大に向け
て、県と市町が協働して取り組むことが望まれ
る。

　御意見を踏まえ、市町立学校及び県立学校の教職
員が研修の様子を視聴できるよう、オンデマンド方
式での参加も可能にするなど実施方法を工夫した。

学校安全課

第５章
自分の未
来を創る
力を育む

第２節
社会に参画する
力を育む教育の
充実 基本施策
９

第２項
エネルギー教育
支援事業

(1)実験器具及
び実験材料の学
校間での共有に
ついて

意見 　高等学校におけるエネルギー教育を支援する
ため実験器具及び実験材料を整備しているが、
確保が困難な実験器具及び実験材料を学校間で
共有するなど、実験器具及び実験材料が入手で
きなかった学校においても、適切に当該事業を
実施できるよう対策をするべきである。

　御意見を踏まえ、各学校の必要に応じて実験器具
等の共有ができるよう検討する。

高校教育課

第６章
豊かな学
びを通し
て夢や志
を育む

第４節
いちご一会とち
ぎ国体・とちぎ
大会を契機とし
たスポーツの推
進 基本施策14

第２項
栃木県スポーツ
協会助成費

(1)（公財）栃
木県スポーツ協
会への支援等に
ついて

意見 　栃木県は、（公財）栃木県スポーツ協会が実
施する事業のあり方を検討するにあたって、法
人の役割や社会的使命に鑑みて、より効率的・
効果的な事業展開に向けた助言・支援を行うこ
とが望まれる。

　法人を取り巻く現状と課題を整理しながら、より
効率的・効果的な事業展開に向けた助言・支援につ
いて検討していく。

スポーツ振
興課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第２節
教育の資質・能
力の向上 基本
施策16

第４項
教職員人事給与
管理費

(2)受験者数確
保の取組みにつ
いて

意見 　他県では、教員採用試験の受験者数を確保す
るために大学推薦による採用試験の一部免除や
試験成績優秀者の奨学金返済の補助等の取組が
行われており、本県においても必要な受験者数
を確保して優秀な人材採用による教育の質を保
つために、試験制度や募集方法の検討が求めら
れる。

　御意見を踏まえ、今年度実施試験から、大学推薦
特別選考を実施した。
　今後も、指導力のある優れた人材をより多く確保
できるよう、採用試験の改善に引き続き努めて参り
たい。

義務教育課
高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第２節
教育の資質・能
力の向上 基本
施策16

第12項
教職員人事給与
管理費

(1)受験者数確
保の取組みにつ
いて

意見 　他県では、教員採用試験の受験者数を確保す
るために大学推薦による採用試験の一部免除や
試験成績優秀者の奨学金返済の補助等を実施し
ているが、本県でも、事業目的達成に向けた
様々な検討・工夫が求められる。

　令和６年度実施の採用試験から、大学３年生を対
象とした特別選考や講師等経験者特別選考を新設す
る。今後も採用試験の受験者数を確保するため、引
き続き検討を重ねていく。

義務教育課
高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第２節
教育の資質・能
力の向上 基本
施策16

第12項
教職員人事給与
管理費

(2)採用試験説
明会の実施につ
いて

意見 　有効性・効率性の観点から、教員採用試験の
受験者数の増大に向けた採用試験説明会の実施
方法や回数の拡大を検討する必要がある。

　受験者数の増大に向けて、オンラインと対面によ
る説明会を併用し、回数の拡大と効果的な実施方法
を引き続き検討していく。

義務教育課
高校教育課



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第７章
教育の基
盤を整え
る

第２節
教育の資質・能
力の向上 基本
施策16

第15項
高等学校初任者
研修事業費

(1)非常勤講師
の確保について

意見 　高等学校において新任の教諭が初任者研修を
受講するために授業を担当できない場合や、校
内での初任者研修を受け持つ指導教員の担当授
業を軽減する場合の代替の非常勤講師の確保に
向けて、募集方法等を検討するなど、初任者研
修事業が円滑に進められるよう取り組む必要が
ある。

　御意見を踏まえ、非常勤講師を安定して確保する
ため、電子申請での講師登録方法のさらなる周知を
図るなど、人材確保に努めていく。また、各校と連
携強化を図り、非常勤講師の配置について、適切に
なされるよう改善を図っていく。

高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第２節
教育の資質・能
力の向上 基本
施策16

第18項
特別支援学校初
任者研修事業費

(1)非常勤講師
の確保について

意見 　特別支援学校において新任の教諭が初任者研
修を受講するために授業を担当できない場合
や、校内での初任者研修を受け持つ指導教員の
担当授業を軽減する場合の代替の非常勤講師の
確保に向けて、募集方法等を検討するなど、初
任者研修事業が円滑に進められるよう取り組む
必要がある。

　御意見を踏まえ、非常勤講師を安定して確保する
ため、電子申請での講師登録方法のさらなる周知を
図るなど、人材確保に努めていく。また、各校と連
携強化を図り、非常勤講師の配置について、適切に
なされるよう改善を図っていく。

高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第１項
県立学校統合型
校務支援システ
ム整備事業費

(1)システム導
入による業務標
準化について

意見 　統合型校務支援システムが対象とする業務の
中には、統合化・標準化に馴染まない各学校の
独自のノウハウ・個性を反映した資料作成業務
が存在する可能性が高いため、システムの導入
においては、各校の教育活動の独自性を踏まえ
て、柔軟性を持った業務の標準化を行うべきで
ある。

　御意見を踏まえ、統合型校務支援システムの更新
に向けては、各校の教育活動の独自性を踏まえて、
柔軟性を持った業務の標準化が図られるよう検討し
ていく。

教育政策課
高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第２項
補習等のための
指導員等派遣事
業

(1)人員不足に
ついて

意見 　スクール・サポート・スタッフの目標として
いる配置計画が達成できておらず、想定した事
業効果が不十分なことから、必要な人員を確保
しより一層の成果が上げられるよう、様々な媒
体を活用し周知するなど募集方法を工夫する必
要がある。

　令和５年度から、間接補助により各市町教育委員
会が実施主体となる教員業務支援員配置事業の助成
を行い、教職員の負担軽減を図っている。
　引き続き、市町教育委員会との連携を図りなが
ら、働き方改革に資する教員業務支援員の継続的な
配置、人員の確保等に努めていく。

義務教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第７項
メンタルヘルス
事業

(1)過年度のス
トレスチェック
結果の活用につ
いて

意見 　県教育委員会は、各県立学校の職場環境改善
の取組を支援するとともに、過年度のストレス
チェック分析結果を有効活用して、職場環境改
善につながる施策を講じる必要がある。

　御意見を踏まえ、ストレスチェック分析結果を踏
まえた職場環境改善について、教職員代表や人事担
当課長、学校設備整備担当課長が委員になっている
総括安全衛生委員会等で検討していく。

学校安全課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第７項
メンタルヘルス
事業

(2)ストレス要
因の把握につい
て

意見 　ストレスチェックテストでは把握できないス
トレス要因について、産業カウンセラー面談の
結果を集団分析するなど、ストレス要因を多角
的に検証し、職場環境を改善していく必要があ
る。

　産業カウンセラーとの面談の中では、高ストレス
状態が長く続いているか等を確認し、学校の産業医
等との面接指導の中では、季節的な原因などのスト
レス要因の把握に努めている。
　御意見を踏まえ、今後とも様々なストレス要因を
見過ごさないよう、産業カウンセラーの面談結果を
踏まえて、産業医が面接指導することにより、効果
的な職場環境改善につなげていく。

学校安全課



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第18項
教員業務支援事
業

(1)教員業務支
援員の確保と定
着について

意見 　事業の目的である教員の本来業務の支援が着
実に実行できるように、県教育委員会は引き続
き教員業務支援員の確保と定着に取り組む必要
がある。

　御意見を踏まえ、教員業務支援員の安定的な確保
に向け、募集等を含めて学校との連携強化に努めて
いく。また、関係機関との協力を継続し、支援員の
職場に対するニーズの把握に努め、支援員が力を発
揮できる働きやすい職場環境作りを引き続き推進し
ていく。

高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第19項
地域部活動推進
事業（文化部）

(1)休日の部活
動の地域移行に
対する理解の促
進について

意見 　地域部活動推進事業（文化部）は、学校の働
き方改革の一環として行われている事業であ
り、令和５年度からは休日の部活動の段階的な
地域移行が始まる。学校部活動をスムーズに地
域に移行するためには、部活動の指導者や活動
場所を確保するのに加えて、教員の負担軽減や
費用負担などに対する学校関係者や保護者の意
識改革や理解を促すための取組が必要である。

　御意見を踏まえ、「休日の学校部活動の地域連
携・地域クラブ活動への移行」普及・啓発資料を作
成・配布するとともに、国の「学校部活動及び新た
な地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイ
ドライン」をもとに「栃木県の学校部活動及び新た
な地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を作成
することで部活動を地域移行するための環境を整備
し、関係者に対する理解を促進した。

生涯学習課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第３節
学校運営体制の
充実 基本施策
17

第20項
地域部活動推進
事業費

(1)休日の部活
動の地域移行に
対する理解の促
進について

意見 　教員の負担軽減等を目的として、休日の部活
動（運動部）を地域に移行するための取組が試
行されているが、部活動は学校教育の一環であ
り、指導の対価は無償であると捉える学校関係
者や保護者の存在が、部活動の場所を学校に限
定している可能性がある。
　休日の部活動の地域移行を実現するために
は、教員の負担軽減や費用負担などに対する学
校関係者や保護者の意識改革や理解を促すため
の取組が必要である。

　普及啓発資料を作成し配布するとともに、県の
ホームページにおいて部活動の地域移行に関する内
容の充実を図り、地域移行についての理解促進に努
めている。
　また、令和４年度に２市で実施していた実践研究
を拡充し、令和５年度は５市において実証事業を実
施している。実践研究を実施した中学校からは、地
域移行について理解を示す意見が多く出ており、今
後も実証事業を拡充していくことで、更なる理解促
進に努めていく。

健康体育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第４節
家庭・地域の教
育力の向上、学
校との連携・協
働の推進 基本
施策18

第１項
地域教育総合推
進事業費（社会
教育総務費）

(1)地域学校協
働本部及び地域
学校協働活動の
周知

意見 　事業の成果指標として、小・中・義務教育学
校における地域学校協働本部カバー率が80%を上
回ることとしているが、令和３年度のカバー率
は 67.3%であり、市町によってバラツキがあ
る。地域学校協働本部の存在や活動内容の知名
度が高くないため、地域住民への理解が進まず
地域学校協働本部の設置が進んでいないことか
ら、広報等により地域学校協働活動の取組の事
例や具体的な実践方法を周知することにより地
域学校協働活動の理解の向上を図るべきであ
る。

　御意見を踏まえ、地域学校協働本部をこれから整
備する予定の自治体のガイドとするために、地域学
校協働活動の具体的な取組やポイント、県内事例に
ついて掲載した「学校と地域の連携・協働推進ハン
ドブック」を作成し、関係各所に配布した。

生涯学習課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第５節 魅力あ
る県立高校づく
りの推進 基本
施策19

第３項
学校評価の推進

(1)学校評価の
公表の改善

意見 　県教育委員会は、適切な学校評価の実施及び
公表が実施されるよう、指導監督を行うべきで
ある。

　御意見を踏まえ、学校が組織的にＰＤＣＡサイク
ルの点検を行い、学校ホームページ等で公表するこ
との周知を図った。

高校教育課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第５節 魅力あ
る県立高校づく
りの推進 基本
施策19

第４項
県立学校入学者
選抜費

(1)高等学校か
らの一日体験学
習実施報告書の
提出について

指摘事項 　中止となった一日体験学習についても実施報
告書の提出を求めるべきである。

　令和５年度は、全校実施し、全校から実施報告書
が提出された。次年度以降中止となった場合には、
指摘内容を踏まえ、提出を求めていきたい。

高校教育課



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第７章
教育の基
盤を整え
る

第６節
学校施設・設備
の整備 基本施
策20

第３項
高等学校運営費

(1)固定経費割
合の増大へのさ
らなる対応につ
いて

意見 　高等学校運営費の減少及び固定経費割合の増
大は進んでいることから、さらなる対応が必要
である。

　令和５年度の予算では、固定経費の一部につい
て、必要額を確保することができた。今後も、御意
見を踏まえ、事務の合理化等による経費節減と、必
要な予算の確保に努めていく。

施設課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第６節
学校施設・設備
の整備 基本施
策20

第４項
特別支援学校運
営費

(1)固定経費割
合の増大へのさ
らなる対応につ
いて

意見 　特別支援学校運営費の減少及び固定経費割合
の増大は進んでいることから、さらなる対応が
必要である。

　令和５年度の予算では、固定経費の一部につい
て、必要額を確保することができた。今後も、御意
見を踏まえ、事務の合理化等による経費節減と、必
要な予算の確保に努めていく。

施設課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第６節
学校施設・設備
の整備 基本施
策20

第５項
県立学校間情報
ネットワーク事
業費

(1)今後の栃木
県立学校間情報
ネットワークの
あり方について

意見 　統合型校務支援システムがクラウドベースで
構築されていることから、栃木県立学校間情報
ネットワークはオンプレミス構成を維持するこ
とが合理的か、管理維持コストやセキュリティ
の面から検討する必要がある。令和５年度に予
定されている更新において考慮されたい。

　令和５年度の更新においては、セキュリティ面を
考慮しオンプレミス構成で更新を行った。
　引き続き、御意見も踏まえ、ネットワークのあり
方を検討していく。

教育政策課

第７章
教育の基
盤を整え
る

第６節
学校施設・設備
の整備 基本施
策20

第６項
高等学校パソコ
ン教室運営費

(1)職業高校の
端末の削減につ
いて

意見 　職業系高校のパソコン教室は、タブレット環
境では行えない専門のソフトウェアを用いた演
習等があるため今後も必要であるが、予算削減
のために端末数の削減を計画しているとのこと
であるため、必要なソフトウェアや利用ニーズ
を踏まえて、教育の実効性を妨げないような検
討を行うべきである。

　職業系高校については、利用ニーズを踏まえ、端
末等を整備しているところであり、今後も必要なソ
フトウェアと端末数を検討し、整備するよう努めて
いく。

教育政策課

第８章
その他の
事業

－
第１項
高等学校等修学
奨励費

(1)周知時期に
ついて

意見 　高校進学前の中学３年生に対し修学資金貸与
の募集チラシを配布することが望まれる。

　ホームページの掲載時期を早めるなど、広く周知
ができるよう努めていく。

教育政策課

第８章
その他の
事業

－
第１項
高等学校等修学
奨励費

(2)修学資金の
返還方法につい
て

意見 　修学資金の返還方法について、県の事務負担
軽減及びより確実な回収ができるよう、口座振
替利用者を増やすことが望まれる。

　従来より新規返還予定者に対し口座振替の案内は
行ってきたが、口座振替のリーフレットによる案内
や、貸与者募集の案内等にも口座振替の案内を追記
するなど、利用者を更に増やすよう努めていく。

教育政策課

第８章
その他の
事業

－
第２項
高等学校等修学
奨励事業費

(1)債権管理に
ついて

指摘事項 　修学資金の貸付及び返還の管理を行うため、
修学資金貸与管理システムを利用し個人別の債
権情報を有しているが、適切な債権管理が実施
されておらず、債務者の状況に応じた回収業務
が実施されていない。

　適切な債権管理を実施するため、定期的な催告を
行った。
　また、資力調査については債権委託内容の見直し
など債権回収会社と連携し、調査時期を設定したう
えで実施に努めていく。
　なお、上記の実施に当たり、債権の時効消滅時期
や返還状況などを容易に確認し対応できるよう、修
学資金貸与管理システムの改修を検討していく。

教育政策課

第８章
その他の
事業

－
第２項
高等学校等修学
奨励事業費

(2)未納債権の
委託基準につい
て

意見 　修学資金の未納債権に係る債権回収会社への
委託基準を見直すことが望まれる。

　これまで１年以上返還がない者について債権回収
会社へ債権委託をしていたが、この期間を３月～半
年以上とするなど早期委託を実施することとした。

教育政策課



章 節 事業名 項目 分類 監査結果（要旨） 措置状況 所属

第８章
その他の
事業

－
第２項
高等学校等修学
奨励事業費

(3)未納債権の
法的手続きにつ
いて

意見 　回収困難と見込まれる修学資金の未納債権に
つき、法的手続も視野にいれることが望まれ
る。

　返還未納者宅への臨戸等で資力確認を行い、法的
手続（強制執行等）や不納欠損の基準を設け、実施
に向け検討していく。

教育政策課

第８章
その他の
事業

－
第７項
定通教育振興奨
励費事業

(1)所得税非課
税となる額の確
認について

意見 　修学奨励費貸与の支給判定にあたっては、学
校及び高校教育課において、より慎重に申請内
容を確認するよう、審査体制を強化する必要が
あると思料される。また、疑義の申し立て制度
について周知できるよう通知書に記載すること
が望ましい。

　申請内容を学校及び高校教育課において慎重に確
認し、審査体制を強化するように努めていく。また
疑義の申し立て制度についても通知書に記載するこ
ととする。

高校教育課


